
大和川流域総合治水対策協議会設置運営要領

（協議会の設置）

第１条 流域の開発に伴い治水安全度の低下の著しい大和川流域において、治水施設の

整備の積極的な推進及び流域の持つ保水、遊水機能の適正な維持等の総合的な治

水対策の効率的かつ円滑な実施を図るため、大和川流域総合治水対策協議会を設

置する。（以下協議会という。）

（所掌事項）

第２条 協議会の所掌事項は次の各号に掲げるものとする。

１）大和川流域整備計画を策定すること。

２）上記計画実施の諸施策等の推進に関すること。

３）総合的な治水対策の広報に関すること。

（協議会の組織）

第３条 協議会は、別表－１に掲げる者をもって組織する。

（協議会の座長）

第４条 協議会の座長は、近畿地方整備局長の職にあるものとする。

２．座長は、必要があるときは、別表－１に掲げる者以外の参加を求めることがで

きる。

（幹事会）

第５条 協議会に、幹事会を設置する。

２．幹事会は、協議会から委任された事項の協議を行う。

３．幹事会は、別表－２に掲げる者をもって組織する。

４．幹事会の座長は、近畿地方整備局河川部長の職にあるものとする。

５．座長は、必要があるときは、幹事会に別表－２に掲げる者以外の者の参加を求

めることができる。

（専門部会）

第６条 協議会に、専門部会を設置する。

２．専門部会は、協議会あるいは幹事会から委任された事項の協議を行う。

３．専門部会は、別表－３に掲げる者をもって組織する。

４．専門部会の座長は、近畿地方整備局河川調査官の職にあるものとする。



５．座長は、必要があるときは、専門部会に別表－３に掲げる者以外の参加を求め

ることができる。

６．各機関は窓口代表者を選任する。窓口代表者は議事内容に従って、その都度別

表－３の中から出席者を選任するものとする。

（情報の公開）

第７条 協議会は、原則として公開する。但し、座長が必要と認める場合には、その一

部又は全部を非公開とすることができる。

（事務局）

第８条 協議会、幹事会及び専門部会の事務局は、近畿地方整備局大和川河川事務所及び

奈良県県土マネジメント部河川課に置く。

２．事務局長は、大和川河川事務所長の職にあるものとする。

（経 費）

第９条 本協議会の運営経費は、近畿地方整備局、奈良県の両者が協議して負担するもの

とする。

（その他）

第１０条 この要領に定めるもののほかは、協議会に図り定めるものとする。

附則

この要領は、昭和５８年 ２月１７日より施行する。

一部改正 昭和６０年 ７月１２日

一部改正 平成１５年 ５月１３日

一部改正 平成２４年 ５月２２日

一部改正 平成２５年 ４月１８日

一部改正 平成２７年 ２月２６日

一部改正 平成２８年 ２月１０日

一部改正 平成２９年 ２月１７日

一部改正 平成２９年 ７月 ５日



別表－１

大 和 川 流 域 総 合 治 水 対 策 協 議 会 組 織

○印は座長

近畿地方整備局 ○局 長

企 画 部 長

河 川 部 長

奈 良 県 知 事

総 務 部 長

農 林 部 長

県土マネジメント部長

奈 良 市 市 長

大 和 高 田 市 市 長

大 和 郡 山 市 市 長

天 理 市 市 長

橿 原 市 市 長

桜 井 市 市 長

御 所 市 市 長

生 駒 市 市 長

香 芝 市 市 長

葛 城 市 市 長

平 群 町 町 長

三 郷 町 町 長

斑 鳩 町 町 長

安 堵 町 町 長

川 西 町 町 長

三 宅 町 町 長

田 原 本 町 町 長

高 取 町 町 長

明 日 香 村 村 長

上 牧 町 町 長

王 寺 町 町 長

広 陵 町 町 長

河 合 町 町 長

大 淀 町 町 長



別表－２

大 和 川 流 域 総 合 治 水 対 策 協 議 会 幹 事 会 組 織

○印は座長

近畿地方整備局 ○河 川 部 長

河 川 調 査 官

大 和 川 河 川 事 務 所 長

奈 良 県 県土マネジメント部長

政 策 推 進 課 長

農 林 部 企 画 管 理 室 長

河 川 課 長

奈 良 土 木 事 務 所 長

郡 山 土 木 事 務 所 長

高 田 土 木 事 務 所 長

中 和 土 木 事 務 所 長

吉 野 土 木 事 務 所 長

奈 良 市 建 設 部 長

大 和 高 田 市 環 境 建 設 部 長

大 和 郡 山 市 総 務 部 長 ・ 都 市 建 設 部 長

天 理 市 総 務 部 長 ・ 建 設 部 長

橿 原 市 ま ち づ く り 部 長

桜 井 市 市 長 公 室 長 ・ 都 市 建 設 部 長

御 所 市 環 境 建 設 部 長

生 駒 市 総 務 部 長・建 設 部 長

香 芝 市 市 民 環 境 部 長 ・ 都 市 創 造 部 長

葛 城 市 総 務 部 長 ・ 都 市 整 備 部 長

平 群 町 総 務 防 災 課 長 ・ 上 下 水 道 課 長

都 市 建 設 課 長 ・ 観 光 産 業 課 長

三 郷 町 環 境 整 備 部 長 ・ 総 務 部 長

斑 鳩 町 総 務 部 長 ・ 都 市 建 設 部 長

安 堵 町 総 務 課 長 ・ 産 業 建 設 課 長

川 西 町 総 務 部 長 ・ 産 業 建 設 部 長

三 宅 町 ま ち づ く り 推 進 部 長

田 原 本 町 総 務 部 長 ・ 産 業 建 設 部 長

高 取 町 総 務 課 長 ・ 事 業 課 長

明 日 香 村 地 域 づ く り 課 長

上 牧 町 総 務 部 長 ・ 都 市 環 境 部 長

王 寺 町 総 務 部 長 ・ 地 域 整 備 部 長

広 陵 町 危 機 管 理 監 ・ 事 業 部 長

河 合 町 企画部長・まちづくり推進部長

大 淀 町 建 設 環 境 部 長 ・ 総 務 部 長



別表－３

大 和 川 流 域 総 合 治 水 対 策 協 議 会 専 門 部 会 組 織

○印は座長、 印は窓口

近畿地方整備局 ○河川調査官、地域河川調整官、広域計画課長、河川計画課長、

地域河川課長、大和川河川事務所長、大和川河川事務所調査課長

奈 良 県 政策推進課長、地域政策課長、農林部企画管理室長、

農村振興課長、林業振興課長、森林整備課長、

県土マネジメント部企画管理室長、河川課長、

砂防・災害対策課長、都市計画室長、下水道課長、技術管理課長、

住まいまちづくり課長、建築課長、教育委員会学校支援課長

奈良土木事務所計画調整課長

郡山土木事務所計画調整課長

高田土木事務所計画調整課長

中和土木事務所計画調整課長

吉野土木事務所計画調整課長

奈 良 市 総合政策課長、河川課長、

都市計画課長、開発指導課長、下水道計画管理課長、下水道工務課長

大 和 高 田 市 土木管理課長、都市計画課長、下水道課長

大 和 郡 山 市 市民安全課長、建設課長、管理課長、都市計画課長、下水道推進課長

天 理 市 土木課長、まちづくり事業課長、まちづくり計画課長

監理課長、下水道課長、防災課長

橿 原 市 道路河川課長、建築指導課長

桜 井 市 危機管理課長、土木課長、下水道課長

御 所 市 都市整備課長、土木課長

生 駒 市 防災安全課長、経済振興課長、土木課長、下水道課長、

都市計画課長、建築課長、事業計画課長

香 芝 市 土木課長、生活安全課長、都市計画課長

葛 城 市 建設課長

平 群 町 総務防災課長、都市建設課長、上下水道課長、観光産業課長

三 郷 町 企画財政課長、都市整備課長、建設課長、下水道課長

斑 鳩 町 総務課長、建設農林課長、都市整備課長、下水道課長

安 堵 町 総務課長、産業建設課長

川 西 町 総務課長、産業建設課長

三 宅 町 産業管理課長

田 原 本 町 防災課長、農政土木課長、観光・まちづくり推進課長、下水道課長

高 取 町 総務課長、事業課長

明 日 香 村 地域づくり課長

上 牧 町 総務課長、まちづくり推進課長

王 寺 町 総務課長、建設課長

広 陵 町 危機管理課長、都市整備課長

河 合 町 安心安全推進課長、まちづくり推進課長

大 淀 町 総務課長、建設産業課長


